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Ⅰ 平成24年度、平成25年度及び平成27年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置の状況 

 

１ 平成24年度 

                                          （単位：件） 

特定の事件 

（テーマ） 

措置を講ず 

べき部局 

監査結果 

（指摘） 

Ａ 

措置済 

Ｂ 

今回措置を 

講じたもの※1 

Ｃ 

未措置 

Ａ－Ｂ－Ｃ 

学校教育に係る事務の執

行及び運営管理について 

知事部局 3 3 ― 0 

教育委員会 62 58 1 3 

計 65 61 1 3 

  ※1 教育委員会教育長から平成28年9月20日付け教総第301号で通知があったもの 

 

２ 平成25年度 

                                          （単位：件） 

特定の事件 

（テーマ） 

措置を講ず 

べき部局 

監査結果 

（指摘） 

Ａ 

措置済 

Ｂ 

今回措置を 

講じたもの※2 

Ｃ 

未措置 

Ａ－Ｂ－Ｃ 

公有財産等に係る事務の

執行 
知事部局 25 21 2 2 

  ※2 知事から平成28年9月14日付け行第64号で通知があったもの  

 

３ 平成27年度 

                                          （単位：件） 

特定の事件 

（テーマ） 

措置を講ず 

べき部局 

監査結果 

（指摘） 

Ａ 

措置済 

Ｂ 

今回措置を 

講じたもの※3 

Ｃ 

未措置 

Ａ－Ｂ－Ｃ 

指定管理者制度適用に関

する公の施設に係る事務

の執行 

知事部局 28 ― 23 5 

  ※3 知事から平成28年9月14日付け行第66号で通知があったもの 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

Ⅱ 監査結果（指摘）に基づき講じた措置 

 

１ 平成24年度（テーマ：学校教育に係る事務の執行及び運営管理について） 

   

○学校教育に係る事務の執行及び運営管理について 

 

第１．岐阜県教育委員会及び教育事務所に関する事項 

記載頁 結果の内容 左記に基づき講じた措置 

１１６ 【校舎として利用しなくなった学校施設

の管理状況について ③教育資産の処分

と有効活用について】 

 未だ処分されていない備品が両校とも

に多数存在した。他校より管理換えの要

請があれば、管理換えを行うことから処

分せずに残してあるが、供用開始から年

数も経っていることから他校に管理替え

を行うのも困難な備品もある。今後転用

の可能性のない教育資産については、処

分計画等を策定し、計画的に教育資産の

処分を行うべきである。また、多数の教

育資産が両校で未使用の状況となってい

ることは、教育資産が有効利用されてい

るとは言えない状況である。 

 したがって、現在、岐阜県内の高等学

校に対してのみ保有資産の情報を開示し

ているが、高等学校ではすでに需要が少

なくなっている現状を踏まえ、開示対象

を県内の小・中学校まで拡大することで、

資産の有効活用を図る必要がある。 

 また、いつまでに備品の処分を完了す

る予定であるなど、明確な期限が決めら

れていないので、処分完了の期限を設け、

それまでに管理換えが行われなかったも

のは処分するなどの処理を取るべきであ

る。 

【中津高等学校】 

平成 27 年度に特別支援教育課を通じて

利用可能な書籍を岐阜城北高等学校旧藍

川校舎（平成 29 年度に高等特別支援学校

として開校予定）へ譲渡（H27.11.27）及

びピアノ1台を同校へ管理換え(H28.2.22)

した。 

また、演台 1台を岐阜希望が丘特別支援

学校へ管理換え(H27.12.2)した。その他の

有効活用が図れないと判断される備品は不

用決定の事務手続きを経て、一般廃棄物と

して廃棄し、旧恵那北高等学校の備品処分

を終了した。 

 

 

２ 平成25年度（テーマ：公有財産等に係る事務の執行） 

 

３ 個別検討に係る結果 
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区分 

 

 

監査結

果報告

書記載

頁 

 

結果の内容 

 

 

 

左記に基づき講じた措置 

 

 

治山課、森

林公社（シ

ミュレーシ

ョンでの変

動要因の影

響の検討不

十分） 

１９４ 【シミュレーションでの変動要因

の影響の検討不十分】 

 森林公社では、収支見込と合わ

せて、木材価格、販売材積及び利

率の変動による収支見込の変動

を試算していますが、これらの変

動要因のこれまでの推移等が提示

されておらず、変動要因がどの程

度の幅で、どの程度変動しうるか

に関しての情報とつながっていな

いことから、公社の具体的な収支

見込の幅を想定することは、実質

的にはできない状況です。 

 森林公社の実施する事業の性

格を踏まえ、森林公社が置かれて

いる状況、経営改善に向けた取組

方針とその結果、主たる変動要素

の変動を織り込んだシミュレーシ

ョンを踏まえた森林公社の経営状

況を県民に対して適時に公開する

ことが必要であると考えます。県

においても、起こりうるリスク・

発生しうる負担の額を把握し、県

として講じるべき対策の策定に役

立てていく必要があります。 

【治山課、森林公社】 

 長期収支の試算にあたり、変動要因

となる木材価格、販売材積、利率の変

動幅を示し、公社の収支見込の変動幅

を想定することにより、県においても、

起こりうるリスク・発生しうる負担の

額を把握し、あわせて、公社の経営状

況を県民に対しても周知するため、ホ

ームページに公開した。 

治山課、木

曽三川水源

造成公社

（シミュレ

ーションで

の変動要因

の影響の検

討不十分 

２１２ 【シミュレーションでの変動要

因の影響の検討不十分】 

木曽三川水源造成公社では、収

支見込と合わせて、木材価格、販

売材積及び利率の変動による収

入見込の変動を示していますが、

これらの変動要因のこれまでの推

移等が提示されておらず、変動要

因がどの程度の幅で、どの程度変

動しうるかに関しての情報とつな

【治山課、木曽三川水源造成公社】 

 長期収支の試算にあたり、変動要因

となる木材価格、販売材積、利率の変

動幅を示し、公社の収支見込の変動幅

を想定することにより、県においても、

起こりうるリスク・発生しうる負担の

額を把握し、あわせて、公社の経営状

況を県民に対しても周知するため、ホ

ームページに公開した。 
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がっていないことから、公社の具

体的な収益見込の幅を想定する

ことは、実質的にはできない状況

です。 

 木曽三川水源造成公社の実施

する事業の性格を踏まえ、木曽三

川水源造成公社が置かれている状

況、経営改善に向けた取組方針と

その結果、主たる変動要素の変動

を織り込んだシミュレーションを

含む木曽三川水源造成公社の経

営状況（現状と予測）を県民に対

して適時、公開することが必要で

あると考えます。 

 また、環境要因の変動は、木曽

三川水源造成公社の経営状況に

対して少なからぬ影響を及ぼすこ

とに鑑みて、リスク要因を適切に

把握し、適時、シミュレーション

の見直しを行って、リスクを最大

に反映させた場合の県への負担も

踏まえたうえで、木曽三川水源造

成公社における事業内容の見直

しなど、県として講じるべき対策

の策定に役立てていく必要があり

ます。 

 

 

 

３ 平成27年度（テーマ：指定管理者制度適用に関する公の施設に係る事務の執行） 

   

 ４ 指定管理者制度導入施設 

（２）視察実施施設 

 

区分 

 

 

監査結

果報告

書記載

頁 

 

結果の内容 

 

 

 

左記に基づき講じた措置 

 

 

指定管理者

（経費の勘

定科目誤り） 

７２ 

（岐阜

メモリ

アルセ

【経費の勘定科目誤り】 

 スポーツドクター、看護師への

謝金、これらの振込手数料、派遣

社員の派遣元への支払は（公財）

【指定管理者】 

（所管課：地域スポーツ課） 

指摘事項について、以下のとおり報

告を受けた。 
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ンター 

） 

岐阜県体育協会の職員でない者

に関する支払であるため、人件費

以外の勘定科目を使用することが

必要です。 

今後は諸謝金・手数料・委託料とい

った適切な勘定科目を使用することと

し、平成 28年度の収支計画において

適正な勘定科目を使用した。 

９４ 

（岐阜

県立陽

光園） 

【経費の勘定科目誤り】 

平成２６年度の事業報告書上、

自主事業である日中一時支援事

業に関する経費は全額人件費で

したが、当該人件費の算出資料に

おいては、内訳は人件費と給食費

でした。 

 本来、給食費は人件費ではなく

事業費として処理・報告すべきで

あり、正しい科目で処理すること

が必要です。 

【指定管理者】 

（所管課：障害福祉課） 

 指定管理者から経理規程の再確認

と、規程に基づいた処理の徹底を図る

旨、報告を受け、県による現地確認に

おいて会計書類の整合性を確認した。 

（現地確認日）  

・平成 28年 3月 17日 

・平成 28年 5月 27日 

文化振興課

・指定管理

者（利用料

金規程の県

への未提出） 

８０ 

（岐阜

県県民

ふれあ

い会館） 

【利用料金規程の県への未提出】 

 指定管理者は、利用料金の額及

び納付方法の詳細（減免の基準を

含む。）について定めた利用料金

規程を整備するとともに、利用料

金規程を指定期間の開始前に県

に届け出ることが必要です。 

 また、県は、届出事項について、

届出が行われているかを確認する

ことが必要です。 

【文化振興課、指定管理者】 

 平成 28年 3月 10日付で、指定管理

者から利用料金規程の届出を受けた。 

指定管理者

（無料シャ

トルバスの

運行に係る

経費の負担

者不適切） 

８１ 

（岐阜

県県民

ふれあ

い会館） 

【無料シャトルバスの運行に係る

経費の負担者不適切】 

 ふれあい会館の無料シャトルバ

スの運行は、自主企画事業である

コンサートの実施日のみ運行され

ており、指定管理業務のために行

っているものですが、当該運行経

費を指定管理者を構成するグルー

プの代表構成員である会社が負担

しており、指定管理業務に係る経

費として扱っていません。 

 無料シャトルバスの運行は本

来、指定管理業務に関連付けて認

識すべき事業であり、運行経費は

【指定管理者】 

（所管課：文化振興課） 

 シャトルバスの運行経費について、

指定管理業務に係る経費としたこと

を、平成 28年 6月 17日に現地調査に

て確認した。 
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指定管理者が負担することが必要

です。 

障害福祉

課、指定管

理者（施設

利用料金の

書面による

承認の実施） 

９２ 

（岐阜

県立陽

光園） 

【施設利用料金の書面による承

認の実施】 

 岐阜県陽光園管理運営協定書

に従って、利用料金について書面

による県の承認を受けることが必

要です。 

【障害福祉課、指定管理者】 

 協議・承認を要する事項を再確認す

るとともに、平成 28年度の利用料金

等について書面による県の承認を行う

など事務処理の徹底を図った。 

指定管理者

（備品台帳

の記載の正

確性未確

認） 

９４ 

（岐阜

県立陽

光園） 

【備品台帳の記載の正確性未確

認】 

 備品台帳は総勘定元帳の補助

簿に相当する帳簿であり、県福祉

事業団の経理規程に基づき、備品

台帳と総勘定元帳との整合性を

確認することが必要です。 

【指定管理者】 

（所管課：障害福祉課） 

 指定管理者から経理規程の再確認

と、規程に基づいた処理の徹底を図る

旨、報告を受け、県による現地確認に

おいて会計書類の整合性を確認した。 

（現地確認日）  

・平成 28年 3月 17日 

  ・平成 28年 5月 27日 

指定管理者

（月次業務

報告書の提

出遅延） 

１０５ 

（岐阜

県科学

技術振

興セン

ター） 

【月次業務報告書の提出遅延】 

 年度協定で定められた期限内

に月次業務報告書を提出するこ

とが必要です。 

【指定管理者】 

（所管課：産業技術課） 

 指定管理者に期限内の提出を指示

した。さらに、毎月期限内に提出でき

るよう改善した旨、報告を受けた。 

１１６ 

（セラ

ミック

パーク

MINO） 

【指定管理者】 

（所管課：地域産業課） 

 報告書は各業務担当の集計により作

成されるため、業務フローを見直し、

毎月期限内に提出できるよう改善した

旨、報告を受けた。 

１３２ 

（花フ

ェスタ

記念公

園） 

【月次業務報告書の提出遅延】 

 年度協定で定められた期限内

に月次業務報告書を提出するこ

とが必要です。 

 実務上、提出が不可能であれ

ば、県と協議のうえ、実施可能な

期限を設定するとともに、これを

遵守することが必要です。 

【指定管理者】 

（所管課：都市公園課） 

 基本協定書に定める期限内に提出す

るよう徹底した。 

指定管理者

（利用料金

１０６ 

（岐阜

【利用料金後納申請書の未作成】 

 岐阜県科学技術振興センター

【指定管理者】 

（所管課：産業技術課） 
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後納申請書

の未作成） 

県科学

技術振

興セン

ター） 

条例施行規則の定めに従って、利

用料金後納申請書に基づいた承

認を行うことが必要です。岐阜県

科学技術振興センター条例施行

規則の定めが、本来あるべき運用

に合致していない場合には、規則

の変更を行うことが必要です。 

 岐阜県科学技術振興センター条例

施行規則に従って、利用料金後納申請

書を作成していることを確認した。 

産業技術

課、指定管

理者（運営

協議会の未

設置） 

１０６ 

（岐阜

県科学

技術振

興セン

ター） 

【運営協議会の未設置】 

 基本協定書において、運営協議

会の設置を要請している以上、運

営協議会に関して必要な取決め

を行うとともに、目的を踏まえて

運営協議会を開催することが必要

です。運営協議会自体が不要であ

ると判断されるのであれば、基本

協定書の見直しを行うことが必要

です。 

【産業技術課、指定管理者】 

 科学技術振興センターの関係団体に

よる情報交換及び施設の利用促進を図

るため、平成 28年 2月 3日に協議会

を開催した。 

所管課によ

る事業報告

書計上額の

確認 

１０８ 

（岐阜

県科学

技術振

興セン

ター） 

【所管課による事業報告書計上

額の確認】 

 事業報告書により正確な事業

の実態を把握するためには、正し

い会計記録に基づき事業報告が

作成されることが必要です。 

 所管課は、指定管理者が会計記

録に基づき適切に事業報告書を

作成していることを確認すること

が必要です。 

【産業技術課】 

 平成 28年 6月に実施した四半期検

査において、指定管理者が会計記録に

基づき適切に事業報告書を作成してい

ることを確認した。 

指定管理者

（利用日数

の報告数値

の不一致） 

１１７

（セラ

ミック

パーク

MINO） 

【利用日数の報告数値の不一致】 

 業務報告書で報告される利用

日数は、管理資料の正確性を確認

したうえで、報告資料に反映させ

ることが必要です。 

【指定管理者】 

（所管課：地域産業課） 

 基本となる管理資料が正確となるよ

う業務フローを見直し、業務報告書作

成には毎月複数職員で確認するように

した旨、報告を受けた。 

指定管理者

（使用料金

管理資料と

報告資料の

整合性の確

認未実施） 

１１７ 

（セラ

ミック

パーク

MINO） 

【使用料金管理資料と報告資料

の整合性の確認未実施】 

 使用料金管理資料に基づいて、

県に利用料金の収受状況の報告

を行うにあたっては、指定管理者

は、作成資料の正確性の確認を行

【指定管理者】 

（所管課：地域産業課） 

 指摘事項について、以下のとおり報

告を受けた。 

 基本となる利用料金管理資料には正

確な利用料金が反映されるよう利用実
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うとともに、会計帳簿との整合性

の確認を行うことが必要です。 

績明細表を必ず確認し作成するととも

に、業務報告には毎月複数職員で基本

資料との確認を行うよう改善した。 

指定管理者

（利用料金

の収受状況

の報告のた

めの管理資

料の保管不

適切） 

１１８ 

（セラ

ミック

パーク

MINO） 

【利用料金の収受状況の報告の

ための管理資料の保管不適切】 

 県への利用料金の収受状況の

報告にあたり、利用料金の収受状

況の報告の基礎となる資料が確認

できない状況にありました。 

 報告資料の基礎データについて

は、データの根拠を整然と説明で

きる形で、相当期間保管しておく

ことが必要です。 

 また、指定管理者として、資料

の保管期間・保管方法を取決めて

おくことが必要です。 

【指定管理者】 

（所管課：地域産業課） 

 会計補助簿として作成していた施設

使用料管理表を最終的に出力し、会計

書類として保管するようにした旨、報

告を受けた。 

指定管理者

（施設利用

料収入の報

告数値の不

一致） 

１１８ 

（セラ

ミック

パーク

MINO） 

【施設利用料収入の報告数値の

不一致】 

 月次業務報告書の基礎となる

使用料金管理資料は、利用の事実

に基づいて把握・集計されるべき

ものであり、利用実績と整合させ

ることが必要です。 

【指定管理者】 

（所管課：地域産業課） 

 指摘事項について、以下のとおり報

告を受けた。 

 会計補助簿として作成していた施設

使用料管理資料については、取引明細

書及びキャンセル情報を確実に反映さ

せるようにした。報告書については、

毎月複数職員で基本資料との確認を行

うよう改善した。 

指定管理者

（施設の管

理運営業務

と自主事業

間の取引の

消去漏れ） 

１２１ 

（セラ

ミック

パーク

MINO） 

【施設の管理運営業務と自主事

業間の取引の消去漏れ】 

 自主事業会計から施設の管理

運営業務会計へ支払う負担金は

指定管理者内部での取引であり、

外部に対する支出ではありませ

ん。 

 自主事業の支出、施設の管理運

営業務の収入として計上したうえ

で、指定管理者全体の収支として

は消去する必要があります。 

【指定管理者】 

（所管課：地域産業課） 

 平成 27 年度決算報告では、自主事

業（物販等事業会計）からの負担金支

出を内部間取引として消去し、誤りの

ないよう処理した旨、報告を受けた。 

指定管理者

（利用収入

１３３ 

（花フ

【利用収入の計上額の妥当性の

検証未実施】 

【指定管理者】 

（所管課：都市公園課） 
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の計上額の

妥当性の検

証未実施） 

ェスタ

記念公

園） 

 収入の計上は、個別業務の積上

げに基づいて行われるべきもので

あり、指定管理施設において把握

されている情報と会計帳簿との整

合性を適時に確かめることが必要

です。差異が生じている場合には、

その要因を検証のうえ、必要な補

正手続を実施することが必要で

す。 

 利用料金調書と会計システムの差異

が認められた場合は、その時点で調査

をおこない、必要な補正手続きを行う

こととした旨、報告を受けた。 

指定管理者

（収入計上

に係る根拠

資料との整

合性の確認

未実施） 

１３４ 

（花フ

ェスタ

記念公

園） 

【収入計上に係る根拠資料との

整合性の確認未実施】 

 資料の作成にあたっては、根拠

資料との整合性を適時に確認す

ることが必要です。 

【指定管理者】 

（所管課：都市公園課） 

 発券管理システムに計上される金額

をもとに利用料金調書を作成する際、

人為ミスがあったため、現在は二重チ

ェックによる調書の検算を実施してい

る旨、報告を受けた。 

制限行為許

可の指定管

理者への通

知漏れ 

１３６ 

（花フ

ェスタ

記念公

園） 

【制限行為許可の指定管理者へ

の通知漏れ】 

 県と指定管理者との情報のや

り取りが適切に行われていない結

果、利用者が施設を利用するにあ

たり、心証を害したり、スムーズ

に利用手続ができないといった弊

害も起こりうることから、県営公

園管理事務の手引に従い、指定管

理者に対する通知を確実に行うこ

とが必要です。 

【都市公園課】 

 制限行為許可の指定管理者への通

知が適切になされるよう土木事務所に

周知し、徹底させた。 

指定管理者

（施設の官

営運営業務

と自主事業

の区分） 

１３７ 

（花フ

ェスタ

記念公

園） 

【施設の管理運営業務と自主事

業の区分】 

 施設の管理運営業務と自主事

業の収支を区分把握し、事業ごと

の評価が行えるよう、収入だけで

なく支出についても区分すること

が必要です。 

 そもそも指定管理期間の最初

の年度である平成２３年度の事業

計画書が提出された段階で、所管

課である都市公園課側で自主事

業の支出が区分されていない旨を

【指定管理者】 

（所管課：都市公園課） 

 平成 28年度事業計画、業務確認、

事業報告から、収入と同様に支出につ

いても、指定管理事業と自主事業を区

分している旨、報告を受けた。 
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指摘し、改善を求めるべきです。 

業務実績報

告書の報告

体制の整備

及び確認の

実施 

１４０

（花フ

ェスタ

記念公

園）・ 

１６２ 

（平成

記念公

園） 

【業務実績報告書の報告体制の

整備及び確認の実施】 

 土木事務所は、業務実績報告書

において正確な報告を行うための

体制を整えるとともに、都市公園

課は報告内容が妥当であるかを確

認することが必要です。 

【都市公園課】 

 月次業務報告の際に土木事務所と

ともに記載内容の確認を行い、土木事

務所の報告については、複数の職員で

確認を行っている旨、報告を受けた。 

指定管理者

（個人サポ

ーターの会

員料金設定

に係る県へ

の申請漏れ） 

１４９ 

（世界

淡水魚

園水族

館） 

【個人サポーターの会員料金設

定に係る県への申請漏れ】 

 個人サポーターの会員料金に

ついて、県への申請が行われてい

ません。当該制度及び会員料金に

ついて、県への申請を行うととも

に、承認を受けることが必要です。 

【指定管理者】 

（所管課：都市公園課） 

 平成 28年 2月に申請を受け、承認

した。 

都市公園

課、指定管

理者（月次

業務報告書

の運用不適

切） 

１５７ 

（平成

記念公

園） 

【月次業務報告書の運用不適切】 

 基本協定書の定めに従った月

次業務報告書の提出が行われて

いませんでした。県と指定管理者

の間で月次業務報告書の位置づ

けを明確にする必要があります。

また、基本協定書で定めた期限内

に月次業務報告書を提出するこ

とが必要です。 

【都市公園課、指定管理者】 

 基本協定書に定める期限内に提出す

るよう徹底した。 

業務実績報

告書及び同

報告書に係

る業務確認

指導記録に

ついて（報

告）の作成

漏れ 

１５８ 

（平成

記念公

園） 

【業務実績報告書及び同報告書

に係る業務確認指導記録につい

て（報告）の作成漏れ】 

 月次の業務実績の確認を実施

し、適切な対応が行われたことを

明確にするため、業務実績報告書

及び同報告書に係る業務確認指

導記録について（報告）を漏れな

く作成し、回議のうえ、保管して

おくことが必要です。 

【都市公園課】 

 月次の業務実績に係る実績報告書

及び業務確認指導記録については、複

数の職員で作成漏れがないか確認し

た。 

指定管理者

（運営収支 

報告書に添 

１６０

（平成

記念公 

【運営収支報告書に添付する確

認書の未入手】 

 ９月末の運営収支報告書につ 

【指定管理者】 

（所管課：都市公園課） 

 基本協定書で定められているとお 
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付する確認

書の未入手) 

園） いて、基本協定書で定められてい

る税理士の資格を有する者が作成 

した確認書を適時に入手し、運営 

収支報告書に添付する必要があ 

り、税理士が作成した確認書を運営収

支報告書に添付した旨、報告を受けた。 

  ります。  

 


